
HIV曝露発生時の予防内服フローチャート（緊急対応用）

陽性または陽性が強く疑われる（※１）
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④ＨＩＶ感染予防薬受領書（様式６）の写しを持参

被曝露者が内服を

希望しない

内服継続 内服終了

必要 不要

エイズ治療中核拠点病院（※２）・拠点病院（※３）へ連絡

（状況説明・相談・予防薬提供依頼）

②ＨＩＶ感染予防薬内服同意書（様式５）、③ＨＩ

Ｖ感染予防薬受領書（様式６）の提出

ＨＩＶ感染予防薬の予防内服を検討（※４）
経過

観察

エイズ治療中核拠点病院・拠点病院へ再連絡

エイズ治療中核拠点病院・拠点病院へ受診・診察（①～③持参）

①ＨＩＶ曝露事故後の感染予防薬提供依頼書（様式４）

を作成し、被曝露者へ交付

予防内服開始

①ＨＩＶ曝露事故後の感染予防薬提供依

頼書（様式４）の提出

エイズ治療中核拠点病院・拠点病院の専門医受診

②ＨＩＶ感染予防薬内服同意書（様式５）、③ＨＩＶ感染予

防薬受領書（様式６）を準備し、被曝露者へ渡す

陰性 予防内服不要

陽性

※HIV抗体陰性で、HBs抗原もしくはHCV抗体陽性の場合

は、 各医療機関において対応

※原因となった患者が、本検査で初めて感染症への罹患

が判明した場合は、適切な医療に繋げるよう指導する。

原因となった患者の感染情報の確認

HIV抗体（HBs抗原・HCV抗体）

：被曝露者

：医師

被曝露者が内服を希望する

原因となった患者の感染情報をカルテ

（カルテに記載が無ければ口頭）で確認

HIV抗体（HBs抗原・HCV抗体）

予防内服不要

院内の医師に報告

応急処置（曝露部位の洗浄）

体液曝露の発生

④ＨＩＶ感染予防薬受領書（様式６）写しの交付

被曝露者の妊娠の有無確認 陽性

陰性

予防内服決定

被曝露者の意向を再確認し、

内服するか否かを決定

内服継続の適否の相談・判断
（原因となった患者のＨＩＶ抗体検査の結果が陰性となった者以外）

※１、４：別添参照

※２、３：様式３参照

カルテにて全ての感染症（HIV、HBV、HCV）への感染が

確認できた場合、原因となった患者の受診同伴は不要

原因となった患者が受診同伴す

る場合
（事故発生医療機関にてカルテ上で

HIV、HBV、HCVへの感染が確認出来て

いる場合には、エイズ治療中核拠点病

院・拠点病院での確認は不要）

原因となった患者に対し、事故発生の状況を説明し、医療機関での待機を依頼

（状況に応じて、被曝露者と一緒に受診する可能性があることを説明）


